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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月29日(2010.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚みを規定する２つの主面がＺ軸と交わったＺカット圧電基板により形成され、屈曲振
動する振動腕と、前記振動腕の長手方向の一端側が非固定状態の自由端である片持ち梁の
状態で前記振動腕が支持されるように前記振動腕の長手方向の他端側を固定する基部と、
を備えた圧電振動片であって、
前記振動腕の+Ｚ面側の主面に前記長手方向に沿って設けられ、且つ当該主面から厚み方
向に掘り下げられた形状の有底の第１の溝と、前記振動腕の－Ｚ面側の主面に前記長手方
向に沿って設けられ、且つ当該主面から厚み方向に掘り下げられた形状の有底の第２の溝
とを有し、前記第１の溝における前記基部の側にあって、且つ前記＋Ｚ面側の主面側に位
置する端は、前記第２の溝における前記基部の側にあって、且つ前記－Ｚ面側の主面側に
位置する端よりも前記基部の側に位置することを特徴とする圧電振動片。
【請求項２】
　前記第２の溝における自由端の側にあって、且つ前記－Ｚ面側の主面側に位置する端は
、前記第１の溝における自由端の側にあって、且つ前記＋Ｚ面側の主面側に位置する端よ
りも前記自由端の側に位置することを特徴とする請求項１に記載の圧電振動片。
【請求項３】
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　前記第１および前記第２の溝が厚み方向から見て重なる領域は、長手方向から見て前記
第１および前記第２の溝が重なる領域を備えていることを特徴とする請求項２に記載の圧
電振動片。
【請求項４】
　前記振動腕の+Ｚ面に設けられた第１の電極膜と、前記振動腕の－Ｚ面に設けられた第
２の電極膜とを有し、前記第１の電極膜が前記第２電極膜より薄いことを特徴とする請求
項１乃至３のいずれか１項に記載の圧電振動片。
【請求項５】
　前記振動腕は前記基部に２本平行に片持ち支持で設けられ、一方の振動腕に形成された
前記励振電極と、他方の振動腕に形成された前記励振電極とがクロス配線によって接続さ
れたことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の圧電振動片。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の圧電振動片を、前記基部を固定端として片持ち
支持状態でパッケージに実装したことを特徴とする圧電振動子または加速度センサ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　［適用例１０］前記調整部は、振動腕の+Ｚ面に設けられた第１の電極膜と、振動腕の
－Ｚ面に設けられ、かつ、前記第２の電極膜より薄い第１の電極膜と、を有することを特
徴とする適用例１乃至９のいずれか１項に記載の圧電振動片。
　適用例１０によれば、圧電振動片に上述の溝等を形成する特別なエッチング処理を行う
ことなく、－Ｚ面側の電極膜を＋Ｚ面側より厚くすることで－Ｚ面側の屈曲振動による曲
げ応力に対する剛性を相対的に高めることにより、屈曲振動に対する両面の剛性のバラン
スをとり、振動腕の屈曲振動の厚み方向の成分を低減することができる。したがって、厚
み方向の加速度の検出感度、すなわち他軸感度が低減された圧電振動片を形成することが
できる。また、圧電振動片に溝等を形成する必要がないため製造プロセスが複雑になるこ
とが避けられ、圧電振動片の製造の歩留まりを高めることができる。さらに、適用例１乃
至９に記載の圧電振動片に本適用例を付加することにより、エッチング加工により得られ
る、溝等だけでなく、電極膜により屈曲振動に対する剛性のバランスを調整することにな
るため、振動腕の剛性の調整範囲が拡大し、他軸感度の低減をより効果的に行うことがで
きる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　図６に第５実施形態にかかる音叉型圧電振動片のＢ－Ｂ線断面図（図６（ａ））を示す
。第５実施形態にかかる音叉型圧電振動片１０は図６（ａ）に示すように、基本的には第
１実施形態と同様であるが、振動腕の剛性を調整する調整部は、前記振動腕の+Ｚ面の基
部側から振動腕の自由端方向に沿って設けられた第１の溝と、前記振動腕の－Ｚ面の基部
側から振動腕の自由端方向に沿って設けられた第２の溝と、前記第２の溝の基部側に設け
られた梁からなることを特徴とし前記梁は、前記第２の溝の基部側から自由端側へ隔離さ
せてなることを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　また図６（ｂ）に示すように、梁７２の位置はパターニングにより－Ｚ面溝７０におい
て自由に決めることができる。上述のように振動腕１４の根本部２４、すなわち基部１２
側が屈曲振動による曲げ応力を最も受ける部分であるから、梁７２を基部１２側に形成し
た場合が最も－Ｚ面１８側の屈曲振動による曲げ応力に対する剛性が強まり、自由端側に
形成すると－Ｚ面１８側の剛性は最も弱まるが、－Ｚ面溝７０に梁７２がない場合よりも
－Ｚ面１８側の剛性は強くなるように調整されている。すなわち、梁７２の位置を変える
ことにより、－Ｚ面１８側の剛性をコントロールして＋Ｚ面１６側および－Ｚ面側１８の
屈曲振動による曲げ応力に対する剛性のバランスをとることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　図７（ａ）に第６実施形態に係る音叉型圧電振動片１０のＢ－Ｂ線断面図を示す。第６
実施形態にかかる音叉型圧電振動片は、基本的には第１形態と同様であるが、剛性を調整
する調整部は、振動腕の+Ｚ面に設けられた第１の電極膜と、振動腕の－Ｚ面に設けられ
、かつ、前記第２の電極膜より薄い第１の電極膜と、を有することを特徴としている。


	header
	written-amendment

